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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS B 0127:2012 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格          JIS 
 B 0127：2022 
 

火力発電用語－ 

火力発電及び地熱発電を含む再生可能エネルギー 

発電の蒸気タービン及び附属装置 

Glossary of terms for power plants-Steam turbines and auxiliary equipment 

for thermal and renewable energy including geothermal power plants 

 

1 適用範囲 

この規格は，火力発電及び地熱発電を含む再生可能エネルギー発電の蒸気タービン及び附属装置に関す

る用語について規定する。 

なお，この規格の用語は，原子力発電用，コンバインドサイクル発電用，産業用及び機械駆動用に使用

している蒸気タービン設備及び附属装置に適用してもよい。 

2 引用規格 

この規格には，引用規格はない。 

3 用語の分類 

機器の類別などによって次のように分類する。 

a) 蒸気タービン及び附属装置 

1) 蒸気タービン 

1.1) 種類及び形式 

1.2) 構造 

1.3) 附帯設備 

1.4) 運用・保守及び制御 

1.5) 性能及び試験 

1.6) 蒸気タービン一般 

2) 復水装置 

2.1) 種類及び形式 

2.2) 構造 

2.3) 附帯設備 


